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第２９回 通常総代会 
 

～令和２年３月３０日（月） 日野川用水中央管理所に於いて～ 

◆美濃理事長あいさつ 

皆様方には平素より、土地改良区の事業運営など業務

全般にわたりご指導、ご支援をいただいておりますこと

を心からお礼申し上げます。 

さて、今年の総代会は、本来であるならば、総代の方々

に、地区の代表としてご出席いただき、議決に参加して

いただくことがとても大事なことでありますが、新型 

コロナウィルスの感染症の拡大防止の観点から、書面に

よる議決を採り入れて開催いたしました。皆様も手洗い

の励行など感染防止に努められていることとは思います

が、できるだけ早く感染の流行が終息するように祈っております。 

 

ところで、答申された国の新しい「食料・農業・農村基本計画」では、基本的な考え方を、    

人口減少が本格化する中、食料・農業・農村の持続性を高めながら、農業の成長産業化を進める

ともに、多面的機能の発揮を図り、国民生活に不可欠な食を安定的に供給することとしています。

土地改良区についても、その機能や役割を効果的かつ効率的に発揮できるようにするとしていま

す。農業者の高齢化や農地集積が進む中、農業構造は大きく変わってきています。本土地改良区

としても、これからの組織運営について真剣に議論しながら、安定して用水を供給し、良好な  

営農環境を維持していく必要がございます。 

 

日野川用水地区の用水源であります桝谷ダムにつきましては、既に満水となっており、今年も

３市１町約５千ｈａの水田に用水を供給するため、施設の管理に万全を期す所存であります。  

しかし、皆様もご心配されているとおり、この冬は記録的な暖冬で積雪がほとんどありません  

でした。４月・５月の降水量によっては、桝谷ダムの放流が早まり、例年にない慎重な用水管理

が求められることも想定されます。その際には、皆様のご協力をお願いします。 

新年度に向けた取り組みなど、本土地改良区の事業運営状況について述べさせていただきます。

まず、県営事業として平成２８年度より更新整備を進めてまいりました水管理システムにつきま

しては、令和２年度で完成となります。これにより、より的確な用水管理ができることになりま

す。また、平成２６年６月より稼働しております「日野川用水発電所」、昨年３月から稼働しまし

た「日野川第２発電所」につきましても現在、順調に稼働しており、発電事業の適切な管理運営

に努めてまいります。 

 

つぎに、令和元年度の賦課金徴収状況につきましては、現時点で徴収率が、経常賦課金９９.

９％、特別賦課金９９.８％となっております。今後も徴収率の向上に努め、発電事業と併せ、  

本土地改良区の財政基盤の強化に努めてまいります。 

また、近年の豪雨や地震により、土地改良施設でも甚大な被害が発生しています。大規模災害

発生に備え、被害を最小限に抑え、速やかに復旧できるよう、当土地改良区の業務継続計画   

（ＢＣＰ）を策定したところです。計画をもとに、日野川用水を管理する関係者が連携して、   

災害発生に備えてまいります。  

持続可能な社会の実現に向けた SDGs の取組が国際的に広がり、人々の意識や行動を大きく変え

つつあります。「ありがたい水の恵み日野川用水」を安定して供給し、農業・農村の持続的な発展

に貢献してまいりたいと存じます。 

最後に、組合員の皆様のご健勝とご多幸を祈念して挨拶といたします。 

 

▲美濃理事長挨拶 
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◆通常総代会開催 

令和２年３月３０日（月）、日野川用水中央管理所

において、第２９回通常総代会を開催しました。 

今回に限り新型コロナウィルスの感染拡大の防止

を考慮し、限られた最低人員を招集し、書面議決を

採用しました。（総代８５名中３名出席、書面議決で

の出席８０名） 

議長に越前市矢放町 佐野 憲一 氏を選出し、議

事に入り提出議案９案件について審議・採決を得て、

いずれも原案どおり可決決定されました。 

 

 
 
議 案 ■

報告第１号 令和元年度  事業報告 

議案第１号 定款の一部改正について 

議案第２号 利水調整規程の制定について 

議案第３号 令和元年度 一般会計及び特別会計収支補正予算について 

議案第４号 令和２年度 事業計画並びに一般会計及び特別会計収支予算について 

議案第５号 令和２年度 組合費の賦課及び納期限について 

議案第６号  令和２年度 取扱金融機関の指定について 

議案第７号 令和２年度 積立金繰替運用について 

議案第８号 令和２年度 地区除外決済金について 

議案第９号 令和２年度 地区加入金について 

 

※議案第７号は一般会計・特別会計に資金不足が生じた場合に積立金（地区除外決済金、

維持管理基金）より繰替えて運用するものです。 

 

 

 

▲議長（佐野 憲一 総代） 

▲総代会の様子 
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令和２年度予算のあらまし              

 一般会計 収入の部 

科 目 予 算 額 （ 千 円 ）
土地改良事業収入 109,893
附帯事業収入 52
補助金等収入 2,910
交付金収入 5,400
業務受託料収入 49,207
雑収入 65
他会計繰入金 40,233
繰越金 4,497

合 計 212,257  

 一般会計 支出の部 

科 目 予算額（千円）
土地改良事業費支出 75,971
一般管理費支出 72,497
土地改良事業費負担金支出 6,457
借入金返済支出 38,646
支払利息 3,762
雑支出 100
他会計繰出金 7,744
予備費 7,080

合 計 212,257  

 

 

 

 

 

 

平成３０年度決算のあらまし              
 

■ 一般会計 収入の部      ■ 一般会計 支出の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般会計繰越額    13,641,593円 

（※本土地改良区は決算総代会が 7月開催の為、平成 30年度の決算を掲載しましたのでご了承下さい。） 

土地改良 

事業費支出 

35.79% 

一般管理費

支出 

34.16% 

土地改良 

事業費 

負担金支出 

3.04% 

借入金返済

支出 

18.21% 

支払利息 

1.77% 

雑支出 

0.05% 

他会計 

繰出金 

3.65% 

予備費 

3.33% 

土地改良 

事業収入 

51.77% 

附帯事業 

収入 

0.02% 

補助金等 

収入 

1.37% 

交付金収入 

2.55% 

業務委託料

収入 

23.18% 

雑収入 

0.03% 

他会計 

繰入金 

18.96% 

繰越金 

2.12% 

特別会計 

 地区除外決済金  63,547,000 円 

 維持管理基金  20,748,000 円 

 退職給与積立金  34,866,000 円 

 小水力発電事業  82,139,000 円 

（※令和２年度より、土地改良区会計基準変更に伴い、

予算科目を変更しましたので、ご了承ください。） 

科　　　目 決算額（円）

組 合 費 109,077,480

補 助 金 137,946,000

受 託 費 45,328,000

繰 入 金 115,604,241

交 付 金 141,288

管 理 費 1,208,000

雑 収 入 4,519,241

繰 越 金 8,744,231

合　　計 422,568,481

科　　　目 決算額（円）

事 務 費 46,300,557

事 務 所 費 1,659,056

維 持 管 理 費 55,239,857

事 業 推 進 費 555,805

財 産 費 29,792,343

償 還 金 及 利 子 46,824,476

負 担 金 及 交 付金 57,232,102

諸 費 1,322,692

事 業 費 170,000,000

合　　計 408,926,888
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管理課だより 
 
◆桝谷ダムの貯水状況について 

今年の冬は、降雪量が極端に少なく今庄観

測点での降雪量が過去１０年間で１番少ない

年となりました。また、近年の気象状況から

４・５月の降水量も少ない傾向にあることか

ら、早い時期に桝谷ダムの放流が始まる可能

性があります。このため、今後の気象状況に

もよりますが、出穂期に必要な用水の確保が

できないと予想される場合には、水管理調整

委員会を開催し、節水や給水制限等渇水対策

の協議を行う予定です。 

 

対策を実施する場合には、吐出口や給水栓の開閉操作等が伴いますので、組合員の皆様

のご理解とご協力をお願いいたします。 

日野川用水（桝谷ダム）は限りある水資源です。常に用水をかけ流しすると、当然用水

は枯渇します。組合員の皆様には、それぞれの地区において計画的な用水配分や圃場毎の

ブロックローテーション等による用水管理を強化し、日野川用水の節水に努めていただき

たいと思います。 

今年も皆様が安心して実りの秋を迎えられますよう、ダム管理事務所との連携を密にし

て、安定した用水の供給に努めてまいります。 

なお、用水管理や用水配分及び施設の不具合等について、ご相談やご意見、ご要望があ

りましたら、お気軽に管理課までお問い合わせ下さい。 

 

▲桝谷ダム（堤体から湖面方向） 

▲過去の桝谷ダム貯水量変動の様子（赤線が R1年度） 
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◆施設の維持管理報告 

＜八乙女頭首工下流堆積土砂撤去＞ 

 取水施設である八乙女頭首工の下流部に大量の土砂が堆積し、ゲート開閉及び用水取水

への悪影響を防止するため、ゲート下流部の土砂撤去工事を行いました。約 3,000m3 の 

土砂撤去を行った結果、安全かつ適切な頭首工管理が行えるようになりました。 

   

 

＜八乙女頭首工沈砂池土砂撤去＞ 

 八乙女頭首工の沈砂池は、流速を低下させ河川水の泥や砂、ゴミ等を沈下させる必要が

あるため、定期的に土砂撤去工事を行っています。令和元年度は右岸側の土砂を撤去する

ことにより沈砂池としての機能を回復させました。 

 

◆水管理システムの更新完了 

平成１５年度に導入した水管理システムが、老朽化に伴い故障が頻繁に発生し、水管理

に支障をきたしているため、平成２８年度から「県営基幹水利施設ストックマネジメント

事業」により更新を進めてきた水管理システム（クラウドシステムを採用）が、このほど

完成しました。これにより、これまで以上にリアルタイムな水管理が可能となり、安定し

た用水供給が行われるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲下流堆積土砂撤去前 ▲堆積土砂撤去工事中 ▲堆積土砂撤去後 

▲沈砂池土砂撤去前 ▲沈砂池土砂撤去工事中 ▲沈砂池土砂撤去後 

▲水管理システムパソコン画面 ▲水管理システム（中央操作室） 
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◆小水力発電事業 【２０年間固定買取制度適用事業】 

令和元年度からは、日野川用水発電所（１号機）、

日野川用水第２発電所（２号機）が順調に稼働し

ております。今後も配水管理と共に適切な運転 

管理に努めてまいります。 

なお、計画年間売電収入は、約８,２００万円

（消費税込）を見込んでいます。売電収入は、  

発電機の運転に必要な経費や災害準備積立金（落

雷など）、修繕引当金等のほか、日野川用水の  

土地改良施設の維持管理費等に充てています。 

また、本年度の維持管理として、日野川用水 

発電所（１号機）の水車・発電機の外面塗装を行い 

ました。 

◆業務継続計画（ＢＣＰ）の策定と突発事故復旧事業について 

大規模災害発生に備え、被害を最小限に抑え、速やかに復旧できるよう、当土地改良区

の業務継続計画（Business Continuity Plan）を策定したところです。 

計画をもとに、日野川用水を管理する関係者が連携して、災害発生に備えてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜突発事故復旧＞ 

令和元年９月１８日（水）に越前市庄田町地係で発生した中央幹線用水路の漏水補修に

は、約１ヵ月余の期間と約５７０万円の修繕費用を要しました。 

この間、関係組合員各位には、ご迷惑をおか

けしまして申し訳ございませんでした。 

当土地改良区の配水管や関連施設も平成 

１８年の全面供用開始から１４年（配水管に 

ついては、敷設後２５年余）が経過しており、

経年劣化による漏水事故が発生していること

に鑑み、突発事故復旧事業の制度を活用して、

迅速に修繕工事を実施し、用水の供給を継続で

きるよう定款改正を行い、体制を整備しました。 

 

▲日野川用水発電所（塗装完了） 

 

▲模擬訓練の様子 ▲BCP 策定会議 

▲内面バンドによる PL補修工事の様子 
（中央幹線 FRPMφ1800mm） 
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先進地視察研修（土地改良区役員・水管理調整委員） 
 

 令和元年１０月２４日（木）、２５日（金）の

２日間にわたり、静岡県島田市の大井川土地改

良区へ役員、水管理調整委員及び関係市町職員

３０名が参加して、先進地視察研修を行いまし

た。主に小水力発電会計及び水管理システムに

ついて学びました。 

 

 

 
 
国営造成施設管理体制整備促進協議会視察研修 
 
令和元年１１月２７日（水）に、滋賀県の野洲

川土地改良区で国営造成施設管理体制整備推進 

協議会の先進地視察研修を行いました。 

石部頭首工管理棟で概要説明を受けたあと、 

頭首工を現地見学し、施設の維持管理状況や用水

供給について学びました。 

今回の研修を生かし維持管理及び運営等の参考

にしていきたいと考えています。 

 

 

日野川用水食農体験学習塾 
～水と緑のふれあいフェスタ’１９～ 開催 
  

 令和元年９月２５日（月）に、日野川用水の機能や「水」の大切さ、土地改良区の   

果たしている役割について理解を深めてもらうため、日野川用水食農体験学習塾「水と

緑のふれあいフェスタ‘１９」を開催しました。 

学習塾には、花筐小学校５年生３０名が参

加し、桝谷ダムや八乙女頭首工、上水道処理

施設の日野川地区水道管理事務所を見学しま

した。 

午後からは、水管理システムとパイプライ

ンによる自然圧の噴水を見学し、お米を使っ

た「ポン菓子」作りを体験しました。 

 

 

▲一般用 

▲自然圧の噴水体験 

▲研修の様子 

▲研修の様子 
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新総代・新役員・水管理調整委員会委員の紹介 

 
◆ 新 総 代  ◆ 

令和２年２月４日、任期満了による総代総選挙が執行されました。 
無投票により下記の８５名の皆様が当選され、２月１６日に就任しました。 
よろしくお願いします。 

（総代任期：令和２年２月１６日～令和６年２月１５日） 

選挙区 氏  名 選挙区 氏  名 選挙区 氏  名 

１      

(南越前町） 

７名 

今  村  晃  一 ○ ４ 

(越前市) 

加  藤  昭  彦 ○ ８     

（鯖江市）  

７名 

石  本  義  幸 〇 

岩  端  猛  志 ○ 牧  田  峰  雄 ○ 笠  嶋  実喜雄 ○ 

奥  村  隆  雄 ○ 北  野    正 ○ 窪  田  育  男  

加  藤  伊  平  高  藤     巧  中  村  秀  雄  

河  原  広  則 ○ 平  野  由  治 〇 野  坂  和  彦 ○ 

嶋  﨑  政  信 ○ 小  形  矢佐次 ○ 山  岸    勳 ○ 

髙  木  正  義 ○ ５      

(越前市）  

４名 

玉  村  光  導  山  田  嘉重郎 ○ 

２      

(越前市）  

４名 

石  田  吉  彦 ○ 辻    俊  和 ○ ９     

（鯖江市） 

１１名 

小  棹    昇 ○ 

金  子  芳  巧  三田村  俊  行 ○ 熊  谷    聖 ○ 

佐  治  卯  門 ○ 光  川  勝  司 〇 小  嶋  重  治 ○ 

高  橋  茂  則 ○ ６      

(越前市）  

８名 

赤  堀  利  規 ○ 笹木  吉右ヱ門 ○ 

３      

(越前市）  

１２名 

青  木  秀  雄  鈴  木  昌  幸 ○ 佐々木  寿  尚 ○ 

青  木  源  久  高  岸  康  博 ○ 西  村  郁  夫 ○ 

伊  藤  篤  司 ○ 武  安    巌 ○ 橋  本  雅  夫 ○ 

大久保  健  一  成  田  輝  夫 ○ 鉾  𥔎  直  文 ○ 

大  西  純  生 ○ 平  澤  一  吉 ○ 堀  内  勝  治 ○ 

河  野  小市郎  見  延  喜久治 ○ 牧  野  孝  弘 ○ 

竹  内  浅  弘 ○ 渡  辺  昭  雄 ○ 簑  輪  惣一郎 
 

田  中  𠀋  造 ○ ７      

(鯖江市）  

１０名 

飯  田  清  夫 ○ １０    

（福井市）  

５名 

植  村  重  二 〇 

福  岡  英  夫 ○ 上 大 門   昇  竹  内  一  夫 ○ 

藤  田  武  市 ○ 黒  田  正  知  田  端  浩  之 ○ 

増田  市左エ門  斉  藤  英  人 ○ 松  澤  重  治  

増  田  良  一 ○ 中  村  嘉  美 ○ 吉  田  啓  司 〇 

４      

(越前市)  

１２名 

西  山  恒  雄  橋  本  良  範 ○ １１     

（福井市）  

５名 

漆  崎  雅  博 ○ 

佐  野  憲  一  堀    照  行 ○ 菊  野  孝  一 ○ 

岸  本  征  男 ○ 蓑  輪  隆  治 ○ 清  水  勝  栄  

河  端  教  志 ○ 山  岸  長  穣 ○ 堀  内  浩  徳 ○ 

服  部  常  雄 ○ 渡  辺  義  憲 ○ 森  本  正  人 ○ 

辻  川  吉  弘                               ○印は新任者【敬称略】 

 



9 

 

◆ 新 役 員 ◆ 
令和２年２月２１日開催された臨時総代会において、任期満了に伴う役員の選任が行わ

れ、下記の皆様が就任されました。また、理事協議会及び監事協議会において、理事長に

美濃美雄氏、副理事長には牧野良信氏、川端保郎氏、総括監事に片山明則氏が互選されま

した。 

（役員任期：令和２年３月４日～令和６年３月３日） 

被選任区 職 務 氏   名 新・再 被選任区 職 務 氏   名 新・再 

第１     

（南越前町） 

理 事 澤 﨑  輝 男 新 第４     

（鯖江市） 

理 事 齋 藤  一 己 再 

〃 髙 木  長 久 新 〃 稲 崎  長 再 

第２    

（越前市） 

理事長 美 濃  美 雄 再 〃 大 久 保  清 市 新 

理 事 杉 本  寛 重 再 〃 福 岡  重 光 新 

〃 上 嶋  善 一 新 第５     

（福井市） 

〃 木 下  敏 一 新 

〃 塚 﨑  信 行 新 〃 宇 野  國 雄 新 

副理事長 川 端  保 郎 再 第６    

（福井市） 

〃 堀 内  敏 正 新 

理 事 石 田  多 丸 新 〃 前 田  重 信 再 

〃 直 井  伍 平 新 員外理事 専務理事 上 木  真 吾 再 

〃 長 田  等 三 新 
第１、２、３ 

総括監事 片 山  明 則 新 

第３    

（越前市） 

〃 出 淵  忠 雄 新 監 事 棚 田  敏 幸 新 

〃 上 坂  正 嗣 新 
第４、５、６ 

〃 手 鹿  廣 一 新 

第４    

（鯖江市） 

副理事長 牧 野  良 信 再 〃 宮 本  正 治 新 

理 事 青 山  泰 雄 再 員外監事 〃 片 岡  建 和 新 

〃 佐々木  武二 新 
   

 

 

◆水管理調整委員会委員◆ 
土地改良区の役員選任および総代の改選に伴い、改めて水管理調整委員のご紹介いた

します。水管理を適正かつ円滑に行うためご協力いただくことになりますので、よろしく  

お願いいたします。 

水管理調整委員会委員 

 関係土地改良区 委員名  関係土地改良区 委員名 

委員長 日野川用水 美 濃  美 雄 

委 員 

鯖江下新庄 石 本  義 幸 

副委員長 日野 川 端  保 郎 鯖江八ケ 三 原  嘉 盛 

委 員 

南条 今 村  政 治 鯖江新横江 福 岡  重 光 

武生王子保南部 高 橋  茂 則 鯖江河端 佐 々木  敏 幸 

武生王子保中部 金 子  芳 巧 鯖江東部 齋 藤  一 己 

松ケ鼻 上 嶋  善 一 鯖江鳥羽 大 久 保  清 市 

武生広瀬 西 出  和 男 主計 堀 内  敏 正 

武生西部 直 井  伍 平 麻生津 前 田  重 信 

武生吉野瀬 河 野  小 市 郎 武生味真野 長 田  等 三 

鯖江日野川西部 牧 野  良 信 今立 出 淵  忠 雄 

清水 宇 野  國 雄 鯖江片上 稲 崎     長 
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お 知 ら せ 
 

◆役員の退任について 

 令和２年３月３日に退任された役員の

うち、当土地改良区の表彰規程に基づき

右記の５名へ美濃理事長より感謝状が 

贈られました。土地改良区へのご貢献と 

ご功労に心から感謝申し上げます。 

 

◆賦課金の振込みの手数料について 

 令和２年より農協窓口での賦課金振込手数料については、組合員のご負担となります。

また、口座振替をご利用いただくと土地改良区負担となりますので、お手続きを希望され

る方は当土地改良区までお問合せ下さい。 

 

◆組合員の資格得喪届の通知義務と権利義務の継承 

地区内の土地について売買等による権利変動があった場合、法律（土地改良法第４３条）

により、組合員たる資格の得喪者に通知義務を課しております。 

また、その土地に賦課金の滞納があった場合は、新たな資格取得者にその権利義務が 

継承されることが法律（土地改良法第４２条第１項）に規定されています。ご確認のうえ

資格得喪の届出と権利義務の承継をお願いします。 

 

◆年度末における申請書類の提出期限について 

 賦課基準日は毎年４月１日となっておりますが、各申請の受付締切は毎年２月２０日で

す。これは新年度の賦課台帳を作成するにあたり、賦課組合員・賦課面積を確定すること

が必要となるためです。それ以降の申請につきましては、新年度途中での変更はできない

ため提出期限内の申請をお願いします。 

（組合員資格得喪通知書・農地転用等の通知書・地区除外申請書） 

 

◆事務局組織 

令和元年６月１日より、前小竹哲郎氏の後任に福井県庁を定年退職された上木真吾氏が

事務局長に就任し、７月２９日の臨時総代会にて理事に選任され、理事会にて専務理事に

任命されました。また、１１月１日より総務課職員として中道尚也主事が勤務することに

なりました。今後とも宜しくお願いします。 

 

                                

 

氏 名 在任期間  

近藤 久太夫 ７期２８年 

今村  政 治 ３期１２年 

井上  壽 彦 ３期１２年 

水間  照 男 ３期１２年 

嶋 崎  宏  ３期１２年 

▲専務理事 上木真吾 
▲総務課主事 中道尚也 

▲鉄骨建方 
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